
どんな働き方でも均等待遇を !、
:|卜価値労働に同一賃金を ! 

‐
間接性差別禁止を法律に !

均等法を男女雇用平等法に ! 有期雇用にも均等待遇を !
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あと 3日 で今年も終わります。来年こそ、良い年にヒ′たいものです。雇用均等分科会の最新情報をお伝え

するため、年末ギリギリめ NO.9発行となりました。お正月休みにぜひ読んでください。

用均等分科会審議 12r27報告まとめられ建議される・・日間接差別の限定列挙に反対 ::
第

:55回
雇用均等分科会 (12/9)に 「雇用均等分科会報告 (素案)」 が発表され、第 56回 (12/16)に

は、前文に若千、加筆修正しただけの「雇用均等分科会報告 (案 )」 が出されていました。 (ア クション

21の HPに掲載)。 第 57回 (12/27)に 労使双方の検討結果を求められ、労働側は①仕事と生活の調和

を理念に盛り込むべき②ポジティブ・アクションの義務付けを③間接差別の限定列挙反対を表明。そし

て限定列挙ではなく例示列挙をとの意見を付けるよう求めました。使用者側は①報告 (案)を受け入れ

るよ②「間接差別概念の導入には懸念がある」と記載するよう求めました。

結果として、雇用均等分科会報告 (案)は議決され、「今後の男女雇用均等対策について」というタイ

トルになり、別紙に労使が求めた意見が記載され、これをもって建議がなされました。多くの問題が含

まれたままの報告です。均等待遇アクション21事務局作成の意見を同封致しますのでお読み下さい。

次回 (日 時‐調整中)分科会には法案要綱が諮問されるという予定になりました。

首都圏均等ウェープ実施 (12月 6日 、16日 、27日 )

この間、均等待遇アクション 21は連続して雇用均等分科会開催日等に「首都圏均等ウェープ」とし

て厚生労働省前でチラシを配布しながら、「間接差別」の限定列挙・省令化反対のアピールを続けました。

CEDAWの勧告に応えた内容ではない、差別が拡大するおそれがあり、撤回するよう訴えてきました。

Oo年の舞台は国会ロロ・粘り強く私たちの声を届けよう::
来年はいよいよ国会へ法案が上程されます。今まで以上の取り組みで「実効ある均等法=男女雇用平

等法」にさせるために力を結集しましょう。          ,
1月 3o日「なくせ !男女差別、つくろう!男女雇用平等法」フォーラム開催 :

11月 30日 18:30～20:30に池之端文化センター2階「黄金の間」で「なくせ !男女差別、つくろ

う !男女雇用平等法」フォーラムが開催されました。代表世話人の山田省三さん (中大法科大学院教授)

のあいさつ、雇用均等分科会労働側委員の片岡千鶴子さんの分科会報告に続き、「均等待遇アクション

21」 のメンバーが寸劇「ここが問題、均等法 !「間接差別」早わかり講座 基礎編」を上演しました。

続いて現場からの声として多くの方々から実効ある均等法にするための意見が出されました。最後に大

きなうねりをつくり、「男女雇用平等法」の実現をというアピールを採択して終了しました。   ‐

「 男女雇用機会均等法改正に当事者の声を」～院内集会 VOL刻
.同 じ 11月 30日 の 15:00～ 16:00に は、衆議院第一議員会館第二会議室で『「男女雇用機会均等法

に当事者の声を」～院内集会 VOL.2』 が開催され、前回同様、全国から多くの仲間が参加し、国会議員、

厚労省、雇用均等分科会委員の皆さんに実態を訴えました。
ス裁判 12月 8日和解解決 :おめてとう!

前回のニュースで要請ハガキのお願いをし、全国の皆さんから注目されてきた「京ガス事件」が 12

月 8日 「勝利和解解決」をしました。1998年に京都地裁に提訴し、2001年 に原告勝利を勝ち取った判

決は、「同一価値労働同一賃金原則」を認めた画期的なものでした。その後、4年間にわたって大阪高裁

で控訴審が行われ、今回の和解は一審判決での認容額に遅延損害金を加算した金 800万円を支払うとい

う、す審判決
iを
基準とした勝利和解という内容でした。本当に長い間、原告の屋嘉比ふみ子さん、弁護

団、支援の仲間の皆さんお疲れ様でした。皆さんとともにこの解決を喜びたいと思います。
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「均等待遇 アクシ ョン 21」 賛同人の方 々

【呼びかけ人】
浅倉むつ子: 伊田広行 大沢真理 大野町子 大脇雅子 木下武男 木村愛子 熊沢誠 小宮山洋子 柴山恵美子 清水澄子

正路怜子 竹中恵美子 津和慶子 寺沢勝子 中島通子 中西珠子 中野麻美 林弘子 林陽子 福島瑞穂 藤田一枝 船橋邦子

松本惟子 円より子 三山雅子 森ます美 山本博 吉川春子 脇田滋

【賛同者】

相澤美智子 合場敬子 青木艶子 青木真知子 赤羽佳世子 浅井真由美 浅野詠子 浅野富美枝 浅野美恵子 安藤直子 朝倉

泰子 赤松良子 青柳清美 荒井利津子 赤石千衣子 秋山淳子 阿部陽子 飯島和泉 五十嵐美那子 石毛えい子 石橋慶子

井上輝子 今井けい 今井好子 今福庸夫 市吉澄枝 伊豆田アキ 居城舜子 池内文子 池田芳江 池田説子 池田資子 石田

絹子 石川雅子 伊田久美子 市川若子 伊藤清美 伊藤セツ 伊藤千津子 伊藤みどり 井上睦子 丼加田まり 石田久仁子

石田好江 石原豊子 稲邑恭子 石丸敏子 丼上佳江子 丼上美代 石川久枝 石川みのり 井上好子 稲垣紀代 稲場みち子

岩崎淳子 岩田広美 上田佐紀子 植野妙実子 宇賀神慶子 内海和子 宇仁宏幸 内田典子 梅沢栄子 浦川悦子 江野本啓子

江森民夫 遠藤恵子 遠藤公嗣 奥田公恵 奥山たえこ 大島令子 大西知佐 大本徹 大山七穂 尾崎薫 尾崎公子 大竹美登

利 小野瀬芳男 大国和江 大賀美弥子 大矢道子 小川たか子 尾沢邦子 小沢明美 大塚優子 大貫遵子 緒方玉江 岡本哲

文 尾崎かおる 奥島加奈恵 奥田祐子 奥山えみ子 大沢たつみ 大橋照枝 大出理香 尾辻喜代子 折原和代 折原由紀子

小野寺さよ子 片桐和子 鴨桃代 鴨田哲郎 川名はつ子 飼手和子 加藤順子 角山優子 亀田篤子 亀永能布子 漢人明子

金森 トシエ 川橋幸子 河名みゆき 加藤登紀子 梶本玲子 鎌倉淑子 片岡栄子 片岡千鶴子 片岡陽子 門林洋子 金澤美津

子 金田誠一 金子小山いく子 金子哲夫 上村勝行 神本美恵子 河野育子 加藤伊都子 樺山弘美 唐沢重子 河上婦志子

菊地夏野 木住野理栄 木越陽子 北岡孝義 北明美 北口明代 木村瑛子 木村涼子 木元弘子 木元美代子 形部幸子 草薙

順一 國本淳子 楠井道雄 久野澄子 久場嬉子 久保田真苗 熊崎清子 久米弘子 倉知博 黒岩秩子 黒岩容子 黒沢節子

桑原輝子 玄場絢子 越堂静子 郡和子 小城智子 近藤正代 小林佳子 小林妙子 小松満貴子 小池絹子 小島八重子 小林

みち子 小林照子 小松加代子 菰田由美子 小柳優子 古山啓子 近藤美恵子 今野久子 伍賀僣子 五島昌子 後藤安子 駒

野陽子 酒井興子 酒井和子 佐藤由紀子 逆井征子 佐藤公子 境沢淳子 坂本敦子 坂本孝夫 佐々木政憲 斎藤栄子 斉藤

繁子 斉藤正美 斉藤周 坂本福子 阪本美知子 佐崎和子 澤田幸子 沢田美佐子 坂井隆之 阪田朋子 佐藤あつ子 坂上祥

子 榊原裕美 繁沢敦子 宍倉良枝 清水直子 島田美恵子 塩沢美代子 志賀寛子 芝崎京子 芝崎麻紀子 柴本政江 清水計

枝 塩原節子 小司洋子 清水純子 設楽ヨシ子 自木憲一郎 白倉汎子 志田なや子 志田昇 神惇子 東海林京子 新谷文子

末永節子 末松ひさ子 杉井静子 杉村和美 菅谷頼子 鈴木京子 鈴木よし子 関優美 瀬古由紀子 瀬野喜代 清山玲 添田

包子 高須裕彦 滝沢香 武井多佳子 武田てるよ 竹森茂子 高橋弘子 但馬けい子 田中幸世 田中喬子 田中光子 高島順

子 高島道枝 田中環 田中千代 高木美代子 田中玉枝 田中かず子 田中睦美 田中幸弘 高田洋子 大門晶子 龍田美智恵
竹内勝子 谷恵子 田代早苗 田代瑞恵 田沼祥子 高岡日出子 高橋澄子 高橋高子 高橋広子 高橋洋子 高木まり 高木美
砂子 高木睦子 竹内みどり 竹内三輪 竹信三恵子 高橋千鶴子 高橋みよ子 高柳美香 高山紀世美 立中修子 立花英人
玉木節子 民部佳代 千葉景子 津久井勝子 土田容子 椿茂雄 都留孝子 辻新一 堤典子 露木肇子 綱島文江 都留伸吾
鶴見知子 遠野はるひ 徳永恭子 富永誠治 戸張雅子 豊巻絹子 戸塚秀夫 当麻よし子 戸枝晶子 戸川美穂子 遠山日出也

徳尾裕久 徳茂万知子 時賓達枝 冨吉直美 永井初子 永井よし子 内藤篤男 内藤忍 長坂寿久 中島寛子 中村ひろ子 中
村良子 中川スミ 中川瑞代 中村和雄 名田明子 中村史子 中林晶子 中谷紀子 中谷文美 中原純子 仲谷良子 鍋島初美
成瀬穫美 西島博 西本敏子 西浜楢和 丹山三千子 丹生秀子 丹羽雅代 贄川由美子 二木洋子 仁田裕子 西谷敏 西田英
俊 西村かつみ 西中幸子 根本ますみ 野崎光枝 野中文江 野畑員理子 橋本ヒロ子 畑中邦子 花沢真美 長谷川和子 長

谷川伸子 馬場裕子 花崎摂 林瑞枝 坂喜代子 早川崇子 葉山洋子 原沢那美子 原山恵子 八谷真智子 服部雅美 早房長
治 八日ひろ子 浜田小夜子 坂東喜久恵 日向繁子 肥田和子 広木道子 秀嶋ゆかり 樋川つや子 平川景子 平川弘子 広

中和歌子 深澤秀子 福島 トシ子 福田菊 福地絵子 福原宇子 福間公子 藤井俊道 藤浦由美子 藤枝泉 藤沢真砂子 藤屋

喜代美 布施由女 船橋恵子 古川さつき 古田睦美 細谷久美子 堀江和子 堀江のり子 堀内光子 堀口悦子 本田次男 本
間重子 本間節子 古守恵子 星川一恵 増田れい子 真壁清子 牧田真由美 松野菊美 松田 松井京子 松崎歌子 松村文人
牧野のり子 真鍋美果 満田康子 三島春子 南明美 宮田千恵子 官地光子 二重野栄子 三浦隆 三谷菫 三上明子 三橋敦
子 宮成友恵 宮原光一 村上克子 村上真知子 村木薫 村松安子 メーベル 望月悦子 望月すみ江 師岡康子 守矢秋子
本尾良 本山文子 森容子 森田園子 森谷久子 森田千恵 森チ|1晴 森本孝子 柳沼千枝 矢澤澄子 矢島床子 柳沢芳子 山

内明子 山内恵子 山崎耕一郎 山崎真由美 山田久爾枝 屋嘉比ふみ子 矢澤江美子 矢谷康子 山木綾子 山崎久民 山崎睦
子 山下泰子 山口泰子 山口雪子 山口わか子 山下はるみ 矢島健一 山藤将之 山本孝史 山本幸子 山本令子 柚木理子
柚木康子 由里悦子 養父知美 横山基子 好川香子 吉田隆 吉原美恵子 吉村怜子 四谷信子 吉田啓子 吉田貞子 和気文
子 和田肇 和田弘子 和田成枝 渡部みどり 渡辺聡 (匿名 6名 )

【賛同団体】
I女性会議東京都本部 I女性会議大阪 I女性会議宮城県本部 旭屋書店労働組合 アジア女性資料センター事務局 大阪地域ユ
ニオン協議会 おんな労働組合 (関西)か ながわ 。勤労者ユニオン 神奈川シティユニオン CAWネ ット・ジャパン 関西女の

労働問題研究会 京都地方労働組合総評議会 国労家族会東京地方連合会 国労婦人部 自治労三木市学校給食労働組合 自治労
横浜関連労組協議会 首都圏青年ユニオン 女性ユニオン東京 新社会党東京都本部女性委員会 すみだユニオン せんじゅうユ
ニオン 全石油昭和シェル労組 全国労働組合連絡協議会 全労協女性委員会 全国一般労働組合東京南部 全統一労働組合 大
鵬薬品工業労働組合 男女差別賃金をなくす連絡会 東京都学校事務職員労働組合 東京・生活者ネットワーク 都議会生活者ネ
ットワーク 中央大学女性問題研究会 なかまユニオン 名古屋ふれあいユニオン 那覇市臨時 。非常勤職員労働組合 なにわユ
ニオン なのはなユニオン 新潟県教職員組合女性部 にいがた女性会議女性の労働部会 日本教職員組合女性部 日本航空労組
女性連絡会 練馬区立図書館協力員労働組合 働く女性のための弁護団 働 く女性の人権センターいこ☆る 兵庫県パー ト・ユニ

オンネットワーク 福岡市女性協会ユニオン ふれあい江東ユニオン ふぇみん婦人民主クラブ 松江森の風法律事務所 明大女
性問題研究会 郵政労働者ユニオン 横浜女性協会労働組合 連合 連合大阪 ワーキング・ウィメンズ 。ヴォイス WOMEN｀ S
ACT21

(2005年 12月 22日 現在 呼びかけ人 30名 賛同 543名・団体)
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雇用均等分科会報告への意見

2005年 12月 27日

均等待遇アクション21事務局

東京都文京区本郷1-33-9
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本日、均等法改正に関する「雇用均等分科会報告」が発表されました。1997年の改正から8年が経過
した今回の改正では、間接差別を禁上 し、実効性のある男女雇用平等法をつくることが最大の課題であ
りました。

しかしながら「報告」は、過半数が非正規である女性労働者の雇用差別是正にはほど遠く、差別を拡
大するおそれもあり、私たちは賛成できません。

以下、意見を表明いたします。

1.間接差別の対象基準を、雇用ステージの範囲に限定し、省令で限定列挙することに反対します。
間接差別の禁上については、その対象として考えられる例を指針で例示すべきです。
「均等政策研究会報告」で間接差別として考えられる例としてあげられた7項目はすべて現実の雇用

状況を反映したものです。とりわけ、「雇用均等分科会報告jで対象基準からはずされた世帯主要件や総
合職と一般職、正社員とパー トの賃金格差などが、男女の賃金格差の主たる要因となっていることは周
知の事実です。間接差別禁上を雇用ステージの範囲に限定すると、現行均等法では賃金は雇用ステージ
の対象外とされているので、上記の賃金格差は是正されません。

これまでの男女賃金差別裁判の判例からみても、「省令で限定列挙 したもの以外は違法ではない」と判
断されるおそれがあり、限定列挙は、間接差別として禁止されなかったものを法的に認めることになっ
てしまいます。

本来の間接差別禁止は、どんどん変化する差別形態に対応した規制をするために必要とされたもので、
女性にとって障害となっているものを継続的に把握し取り除くことを使用者に義務づけるものです。こ
れでは CEDAWが再■にわたって求めている間接差別の是正勧告には程遠く、国際社会の批判を浴びる
のは必至です。

2.基本理念に「男女労働者の仕事と生活の調和」を入れた男女雇用平等法にすべきです。
私たちは、「働きすぎの男性を前提とした平等 (女性に男性並みの働 き方を求める平等)Jではなく、

「男女が仕事と家庭の責任と楽しみを分かち合えるような質と内容の平等」を求めています。女子差別
撤廃条約の理念である「男女ともに職業生活と家庭生活を調和させ差別されずに働 く権利」に基づいて
均等法の理念に「■1事 と生活の調和」を入れるべきです。
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わたしたちの求める均等法改正

(1)基本理念に「仕事と生活の調和」を入れ、男女雇用平等法とすること

(2)現行指針の「雇用管理区分」を削除すること

(3)間接差別禁止を省令での限定列挙にせず、指針の例示とすること
1.パートヘの賃金 。福利厚生等の差別、諸手当の世帯主要件なども間接差別として例示すること
2.合理性・正当性の判断基準に、使用者の経済的理由を認めないこと

(4)妊娠 。出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

1.妊娠 。出産等を起因とする能率低下 `労働不能を理由とする不利益取扱いを禁止すること
2.「募集・採用」における妊娠 。出産差別を禁止すること
3.ILO母性保護条約を批准 し、出産手当金の給付率 60%を 66%(3分の2)以上にすること

(5)ポジティブ・ァクションの効果的推進方策
1.行動計画の作成を 100人を超える企業に義務付け、それ以下の企業も努力義務とすること
2.入札等公的機関との取引ではポジティプ 。ァクション実施 (行動計画の作成)の有無を考慮要
素の一つとするよう関連法規を整備すること

(6)セクシュァルハラスメント対策

1.定義を明確化し、少なくとも人事院規則・指針なみの、ジェンダーハラスメント、職場外 。時
間外の行為も含むことを明確化した内容にすること

(7)男女雇用機会均等の実効性の確保
1.立証責任の転換を明記すること (男女に格差がある場合、それが性による差別でないことの立
証責任は使用者にあることを法律_上明記する)

2.政府から独立した性差別救済委員会を設置すること

(8)その他

1.労働基準法第 3条 (均等待遇)に 「性」を入れること
2.同 4条 (男女同 ・賃金の原則)に「男女同一価値労働同一報酬原則」を入れること

以 上

各

2



口 新 聞 第3種郵便物認可

Dγれ,D

定
義
の
周
知
へ
国
連
が
勧
告

均
等
法
改
正
案
の
原
案
に

は
、

「間
接
差
別
の
定
義
」
と

そ
の
禁
上
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

「身
長
が
低
い
か
ら
」

「パ
ー

ト
だ
か
ら
」
な
ど
、
性
別
に
関

係
な
い
理
由
で
格
差
を
つ
け
る

こ
と
で
女
性
が
浮
か
び
上
が
り

に
く
い
状
態
を
生
む
基
準
を
禁

止
し
よ
う
、
と
い
う
趣
旨
だ
。

「均
等
法
で
性
差
別
は
禁
■

さ
れ
た
。
し
か
し
、
間
接
差
別

が
抜
け
穴
に
な
っ
て
、
女
性
が

昇
格
で
き
な
い

一
般
職
や
パ
ー

ト
に
振
り
分
け
ら
れ
、
男
女
間

の
格
差
は
む
し
ろ
開
い
て
し
ま

っ
た
」
。
職
場
の
性
差
別
訴
訟

を
支
援
す
る

「ワ
ー
キ
ン
グ

・

ウ
ィ
メ
ン
ズ

ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
Ｆ

ク
」
の
越
堂
静
子
さ
ん
は
こ
う

指
摘
す
る
。

越
堂
さ
ん
が

「働
く
女
性
の

悲
願
」
と
も
言
う

『間
霧
筆
一別

禁
止
」
規
定
の
流
れ
を
押
し
て

し
か
し
、
間
接
差
別
の
文
言

と
定
義
が
入
っ
た
原
案
に
対
す

る
経
営
側
の
抵
抗
は
強
い
。
原

案
が
示
さ
れ
た
先
月
１８
日
の
労

蓉

会
で
は
、
経
営
側
委
員
が

「非

い
る
の
は
、
国
連
女
性
差
別
撤

廃
委
員
会
の
勧
告
だ
。
ほ
と
ん

ど
の
先
進
国
で
は
、
実
質
的
な

男
女
平
等
を
進
め
る
た
め
に
こ

の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
委

員
会
は
０３
年
、
間
接
差
別
へ
の

対
策
が
不
十
分
だ
と
し
て
日
本

常
に
厳
し
い
内
容
で
、
と
う
て

い
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
反

発
し
た
。

「経
営
権
へ
の
介
入

で
、
一野
啓
警
こ
と
曇
笹く

企
業
経
営
者
も
い
る
。

経
営
側
は
こ
れ
ま
で
、

「中

に
対
し
、
間
接
差
別
を
定
義

し
、
意
味
や
範
囲
を
周
知
さ
せ

る
よ
う
求
め
た
の
だ
。
そ
の
実

施
状
況
の
政
府
リ
ポ
ー
ト
提
出

が
来
年
に
追
っ
て
い
る
。

大
阪
で
先
月
講
演
し
た
同
委

員
会
の
シ
ョ
ッ
プ

・
シ
リ
ン
グ

副
委
員
長
は

「経
営
者
が
反
対

す
る
の
は
当
た
り
前
。
政
府
が

啓
発
を
進
め
る
こ
と
が
必
要

だ
」
と
強
く
導
入
を
求
め
た
。

小
企
業
を
中
心
に
、
間
接
差
別

と
い
う
新
し
い
概
念
を
認
め

て
、
際
限
な
く
広
げ
て
使
わ
れ

て
は
困
る
、
と
い
う
不
安
が
強

い
」
と
主
張
し
て
き
た
。

警

剛

、

「量

止
」
に
抵
抗
す
る
こ
と
に
つ
い

て
い
詮
業
の
労
務
管
理
に
詳
し

い
石
寄
僣
意
弁
護
士
は
、
こ
う

説
明
す
る
。

「日
本
の
会
社
は
、
男
性
世

帯
主
が
稼
い
だ
金
を
家
族
に
回

す
仕
組
み
を
想
定
し
て
き
た
た

め
、
企
業
経
営
の
意
思
決
定
の

場
や
正
社
員
の
女
性
比
率
が
圧

倒
的
に
少
な
い
こ
と
が
根
底
に

あ
る
」
。
男
性
優
位
の
今
の
力

関
係
で
間
接
差
別
の
禁
上
を
入

れ
て
も
対
応
で
き
ず
、
む
し
ろ

少
子
化
が
進
ん
で
女
性
の
労
働

力
が
主
要
部
門
で
も
不
可
欠
に

な
る
時
期
ま
で
待
っ
た
方
が
効

果
が
高
い
、
と
み
る
。

経
営
側
に
も
賛
成
論
は
あ

る
。
大
手
化
学
メ
ー
カ
ー
で
企

業
の
社
会
的
責
任
問
題
な
ど
を

担
当
す
る
管
理
職
（拠
）
は
、

「間
接
差
別
規
定
を
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送
れ

ば
、
日
本
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ま
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国
際
社
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か
ら
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り
残
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れ
る
。
中
小

企
業
で
も
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の
つ
き
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け
ら
れ
な
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時
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で
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性

差
別
訴
訟
へ
の
対
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な
ど
危
機

管
理
に
は
国
際
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に
早
く

慣
れ
る
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と
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欠
だ
」
と

話
す
。
だ
が
、
こ
の
見
方
は

「個
人
的
な
意
見
」
に
と
ど
ま

る
。

例

穴

原
案
に
は
、
間
接
差
別
か
ど

う
か
を
判
断
し
や
す
い
よ
う
、

具
体
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を
示
す
こ
と
が
盛
り
込

ま
れ
た
。
経
営
側
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乱
や

不
安
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を
避
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、
導
入
を
進
め

よ
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と
す
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だ
が
、
こ
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が

労
働
側
の
警
戒
を
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い
て
い

る
。
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令
で

「差
別
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当
た
る
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ッ
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す
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定
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方
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な
っ
た
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す
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、
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ト
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の
行
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は
し
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も
い
い
、
と
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と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら

だ
。

　
　
　
　
　

・

日
本
労
働
弁
護
団
の
黒
岩
容

子
弁
護
士
は
、

「男
女
の
コ
ー

ス
別
採
用
も
、
最
初
は
均
等
法

で
禁
上
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
裁
判
で
原
告
敗
訴
に
さ

れ
る
こ
と
が
相
次
い
だ
。
二
の

舞
い
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
問

題
視
し
て
い
る
。

連
合
な
ど
が
開
い
た
集
会
で
は
、
間
接
差
別
で
悩
む
女
性

（写
真
左
Ｖ
と
管
理

職

（同
右
）
の
実
情
を
描
い
た
寸
劇
が
あ
っ
た
＝
ｎ
月
３。
日
、
東
京
都
内
で

厚
生
労
働
省
が
来
年
の
通
常
国
会
に
提
出
を
目
指
す
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
改
正
案
の
原
案

が
先
月
、
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
項
目
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た

「間
接
差
別
」
の
禁
止
を
め

ぐ
っ
て
、
経
営
側
が
猛
反
発
。
労
働
側
も
差
別
例
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
が

「抜
け
穴
」
づ
く
り
に

つ
な
が
り
か
ね
な
い
、
と
警
戒
を
強
め
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
先
進
国
で
禁
止
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い
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こ

の
差
別
が
、
な
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日
本
で
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れ
ほ
ど
も
め
る
の
だ
ろ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
倉
懲
Ｅ
二
恵
子
）

間接差別 に詳 しい浅倉むつ子・早稲 田大

大学院教授 (労働法 )の話  日本で間接差

別への理解が進まないのは、女性が経済的

に自立できないのは人権侵害だ、という発

想がないか らだ。

直接差別を解消するには、男女に同じ基

準を適用すればいいので女性を男性並みに

少子化だからこそ 導入は急務

扱えばいい。しかし、間接差別では、子育

てができないような長時間労働など、女性

に不利な基準は違法だ。これを解消するに

は、男性中′卜につくられてきた基準そのも

のを見直さなくてはならない。

男女が働きながら子育てもする必要があ

る少子化時代だからこそ、間接差別規定の

導入は急務だろう。

具体 示すことに

づ,く り懸念

「混
乱
を
招
く
」と
経
営
側
、反
発

労働側

抜 け



京ガス男女賃金差別事件 和解報告

―京ガス男女賃金差別裁判概要一

1、 裁判の経過

京ガス事件は1998年 4月、京都地裁に提訴し、2001年 9月 20日 に原告勝利判決が出された。一審

では、職種が異なる男性との差額賃金 1, 393万円 (1990年 4月から11年間分)、 慰謝料 500万円、

弁護士費用 180万円の計2,073万 円の損害賠償を求めていた。一審判決は、「原告と男性監督職の各職務

を、知識・技能、責任、精神的な負担と疲労度を比較項目として検討すれヤよ その各職務の価値に差はない。

労基法4条違反で違法、女性差別である」との内容で、「職務の価値」という言葉を使って原告を勝たせた。こ

の判決は「同一価値労働同一賃金原則の観点から」と題する、昭和女子大学・森ます美教授の『鑑定意見書』
・を証拠の筆頭に挙げ、同 価ヽ値労働同 一賃金原則を実質的に認めた画期的なものだった。損害額としては、8

割 5分 (560万円)しか認められなかったが、被告に対して慰謝料と弁護士費用を含めて総額 670万円の

支払いを命じた。その後 4年間、大阪高裁で控訴審を争ってきたが、 05年 11月 16日 に結審した。

2、 裁判の争点

事務職の原告は、提訴当初から職種が異なる監督職男性を比較対象にして「職務の価値」に焦点を当て、IL0

100号条約の「同一価値労働同一賃金原則」の運用を主張してきた。被告は、「職種の違いによる賃金差は合

理的」と主張し続けたが、文書提出命令により賃金台帳が開示され、事務職の男性とも賃金格差が存在するこ

とが明らかになると、原告入社以前から「事務限定 。事務非限定」の男女別コース制度で処遇してきたと:主張

を変えた。
‐審ではわずか 2年間で 6回の証拠調べを長時間の集中審理で行い、原告は職務の価値に重点を置いて立証

を展開した。控訴審でも、被告が拘泥していた「入札に関する判断は一体誰がやつてきたのか」という点に焦

点をあてて立証した。

そして控訴審で原告側は、賃金台帳が提出された 1990年 4月から2005年 3月 までの基本給だけに限

定した差額 1, 583万円と慰謝料 500万円、弁護士費用 180万円の総額2, 260万円を求めていた。

3、 和解解決

2005年 12月 8日 、高裁において実質的な勝利和解で終結した。

和解の内容は、以下の通りである。

①被告は原告に対して、解決金として金 800万円を平成 17年 12月 末日までに支払う。

②原告は、その余の請求を放棄する。

③訴訟費用は、各自の負担とする。

和解にあたって、裁判官は一審判決をベースに会社を説得し、 ‐審判決での認容額 670万円に遅延損害金

を加算した金800万円を和解案として提示した。原告としては、控訴審で明快な判決が出されなかったこと

は残念であるが、今回の和解は、一審の勝利判決を基準とした解決であり、勝利和解と考える。

原告は、一審判決が実質的に認めた同 ^価値労働同一賃金原則を、わが国において普及し、雇用形態や性別

による賃金差別を是正するために、今後さらに運動を広げていく所存である。

2005. 12.8
原 告 屋嘉比 ふみ子

代理人 弁護士 宮  地  光  子

同  雪  田 樹  理

同 乗 井 弥 生

連絡先 女性共同法律事務所 TEL 06‐ 6947‐ 1201
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